
■訪問診療をめぐる問題事例と防止策
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まとめて �入居者の9割に訪 �診療報酬を最 問診療。月2回の �大で4分の1 
診療 �訪問診療を入居条 �程度に引き下 

件にした施設も �げ 

患者紹介 �業者が医師に高齢 者施設の入居者を �患者紹介料の やりとりを禁 止 
ビジネス �紹介。医師は手数 料を支払う 

訪問を偽 装 �業者が鍼灸（しん �診療の場所や 
きゅう）院に集め �人数などの記 
た患者を医師が診 �録を、報酬帯 
察し、訪問診療の �求の手続き時 
報酬を請求 �に提出させる 

認知症に 過剰診療 �診療所の医師が隣 の施設で革らす認 知症高齢者を連日 訪問。家族の了解 はなかった �訪問診療につ いて患者側の 同意を取らせ る 
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